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令和４年稲敷市農業委員会第３回総会 

〔３月１０日〕 

                                               

日程 １ 議事録署名委員の指名について 

日程 ２ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による農地等の権利移動届出について 

日程 ３ 報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程 ４ 議案第１号 農地法第３条の規定による権利の設定，移転の許可について 

日程 ５ 議案第２号 農地法第４条の規定による許可後の事業計画変更申請に対する承認について 

日程 ６ 議案第３号 農地法第４条の規定による許可について 

日程 ７ 議案第４号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請に対する承認について 

日程 ８ 議案第５号 農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可について 

日程 ９ 議案第６号 稲敷市農用地利用集積計画に対する意見決定について（利用権設定） 

日程１０ 議案第７号 稲敷市農用地利用集積計画に対する意見決定について（中間管理事業） 

日程１１ 議案第８号 稲敷市農用地利用配分計画（案）に対する意見決定について（中間管理事業） 

日程１２ 稲敷市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議 

                                               

 本日の会議に付した事件 

日程 １ 議事録署名委員の指名について 

日程 ２ 報告第１号 

日程 ３ 報告第２号 

日程 ４ 議案第１号 

日程 ５ 議案第２号 

日程 ６ 議案第３号 

日程 ７ 議案第４号 

日程 ８ 議案第５号 

日程 ９ 議案第６号 

日程１０ 議案第７号 

日程１１ 議案第８号 

日程１２ 稲敷市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議 

                                               

 出 席 委 員 

１番  墳 本 典 勇 君  １１番  山 下 恭 一 君 

２番  山 口 幸 一 君  １２番  野 口 克 行 君 

３番  横 田 悌 次 君  １３番  山 口 和 彦 君 

４番  遠 藤 一 行 君  １４番  篠 﨑 惣 壽 君 

５番  村 山 文 雄 君  １６番  髙 須 一 郎 君 

６番  木 内 昌 秀 君  １７番  篠 崎 文 夫 君 
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７番  𠮷 田   武 君  １８番  川 島   昇 君 

８番  内 田 和 新 君  １９番  根 本   脩 君 

９番 

１０番 

 宮 本 信 夫 君 

黒 田 和 夫 君 

    

  

欠 席 委 員 

な し       

                                               

 出 席 説 明 員 

農 業 委 員 会 事 務 局 長  根 本   大 君 

農業委員会事務局長補佐  谷 部 義 也 君 

農 業 委 員 会 事 務 局 係 長  田 中 孝 男 君 

農 業 委 員 会 事 務 局 主 幹  平 沢 心 平 君 

                                               

午後２時開会 

○農業委員会事務局長（根本 大君） 令和４年３月の稲敷市農業委員会総会を開催させていただきま

す。これからの議事進行につきましては，稲敷市農業委員会会議規則第３条の規定により，会長が議長

となり議事進行をいたしますので，よろしくお願いいたします。 

○議長（根本 脩君） それでは，議長を務めさせていただきます。御協力のほどよろしくお願いをい

たします。 

 本日の出席委員は１８名です。よって，農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により定足

数に達しておりますので，本会議は成立をいたします。 

 本日の議事日程は，お手元に配付のとおりでございます。 

                                               

日程１ 議事録署名委員の指名について 

 

○議長（根本 脩君） それでは最初に，議事録署名人の指名を行います。 

 お諮りをいたします。 

 議事録署名人の指名については，議長一任で御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（根本 脩君） 異議なしということでございますので，本日の議事録署名人は９番宮本信夫委

員，１０番黒田和夫委員の両名を指名をいたします。 

                                               

日程２ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による農地等の権利移動届出について 

 

○議長（根本 脩君） それでは，審議に入ります。 

 報告第１号「農地法第３条の３第１項の規定による農地等の権利移動届出について」を議題といたし
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ます。 

 事務局より報告をお願いをいたします。 

 根本事務局長。 

○農業委員会事務局長（根本 大君） 議案書１ページをお開き願います。 

報告第１号「農地法第３条の３第１項の規定による農地等の権利移動届出について」報告いたします。 

議案書４ページまでの５件でございます。この届出は，被相続人の死亡により，それぞれの取得日に

おいて，相続により農地を取得したものであります。いずれの権利取得者も自作や作業委託により耕作

をしており，農業委員会によるあっせん等の希望はないものであります。よろしく御承認をお願いいた

します。 

○議長（根本 脩君） ただいま事務局より説明をさせていただきました。これは報告事項でございま

すので，御承認よろしくお願いをいたします。 

                                              

日程３ 報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

○議長（根本 脩君） 続きまして，報告第２号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」

を議題といたします。 

 事務局より報告をお願いをいたします。 

 根本事務局長。 

○農業委員会事務局長（根本 大君） 議案書５ページになります。 

報告第２号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」報告いたします。 

議案書１２ページまでの８件になります。 

受理番号１番から４番につきましては，双方からの合意解約によるものであります。７ページから１

２ページの受理番号５番から８番につきましては，農地中間管理事業により，茨城県農林振興公社との

間に利用権を設定した農地につきまして，合意解約するものでありますが，いずれもこの後の議案で再

配分の計画が出されております。また，受理番号７番８番につきましては，法人化による再配分のため

に解約するものであります。よろしく御承認をお願いいたします。 

○議長（根本 脩君） ただいま事務局より説明をさせていただきました。これも報告事項でございま

すので，御承認よろしくお願いをいたします。 

                                         

日程４ 議案第１号 農地法第３条の規定による権利の設定，移転の許可について 

 

○議長（根本 脩君） 続きまして，議案第１号「農地法第３条の規定による権利の設定，移転の許可

について」を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いをいたします。 

 平沢主幹。 

○農業委員会事務局主幹（平沢心平君） １３ページをお開き願います。 

議案第１号「農地法第３条の規定による権利の設定，移転の許可について」 
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売買による所有権移転件９件，贈与による所有権移転１件，賃借権の設定１件でございます。 

受理番号１番 太田字上笹前 田１筆，１，７８２㎡についてでございますが，受人が経営規模拡大

のため受贈するものでございます。 

受理番号２番 浮島字竹ノ下 畑３筆，３，９５５㎡ 

受理番号３番 高田字南 畑４筆，６８２．７６㎡ 

についてでございますが，受人が経営規模拡大のため買い受けるものでございます。 

受理番号４番 桑山字境町 田６筆，８，４７９㎡についてでございますが，受人が経営規模拡大の

ため賃借権の設定をするものでございます。 

受理番号５番 佐原下手字下手 田１筆，２０２㎡についてでございますが，受人が経営規模拡大の

ため買受けるものでございます。なお，行方市発行の耕作証明書が添付されており，受人が１２４アー

ルの農業経営をしていることを確認しております。 

受理番号６番 中島字四枚内 田１筆，９９１㎡ 

受理番号７番 中島字講谷津 田１筆，１，３８８㎡ 

受理番号８番 浮島字妙技 田１筆，９９８㎡ 

受理番号９番 結佐字流作 外１地区，田２筆，３，８９７㎡  

受理番号１０番 手賀組新田字阿波崎 外１地区，田５筆，８，１３４㎡  

受理番号１１番 手賀組新田字秋塚 田５筆，１０，５０５㎡  

についてございますが，農地中間管理機構が行う特例事業により，受人が経営規模拡大のため買受ける

ものでございます。 

調査結果は報告書のとおりで，農地法第３条第２項の各号に該当しないものであり，受人となる許可

要件を満たしていると考えられます。なお，添付すべき必要書類も併せて確認いたしました。 

議案第１号の説明は以上です。 

○議長（根本 脩君） ただいま事務局の説明が終わりました。 

 これより調査委員の調査報告をお願いをいたします。 

 受理番号１番について，川島委員より報告をお願いをいたします。 

○１８番（川島 昇君） １８番川島です。受理番号１番について報告いたします。 

 去る６日に，荒井推進委員と受人の調査をし，申請内容に間違いがないことを確認しました。受人は，

主に水稲を栽培している農業者であります。農機具の所有状況は，トラクター２台，田植機１台，コン

バイン２台，乾燥機２台，トラック３台を所有しております。農業従事日数は２４０日，経営面積は１，

３５７アールです。調査の結果，受人は農地の権利取得の要件を満たしており，報告書のとおり間違い

なく許可相当と考えられます。よろしく御審議お願いいたします。 

○議長（根本 脩君） ありがとうございました。 

 続きまして，受理番号２番について，黒田委員より報告をお願いいたします。 

○１０番（黒田和夫君） １０番黒田です。受理番号２番について報告いたします。 

 ３月５日に，武内推進委員と受人の調査をし，申請内容に間違いがないことを確認いたしました。受

人は，主にレンコンを栽培している認定農業者であります。農機具の所有状況は，トラクター３台，耕

運機５台，軽トラック５台を所有しております。農業従事日数は３２０日，経営面積は７３８アールで
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す。調査の結果，受人は農地の権利取得の要件を満たしており，報告書のとおり間違いなく許可相当と

考えられます。よろしく御審議お願いいたします。 

○議長（根本 脩君） ありがとうございました。 

 続きまして，受理番号３番４番について，篠﨑惣壽委員より報告をお願いいたします。 

○１４番（篠﨑惣壽君） １４番篠﨑です。去る８日に，木村推進委員と受人の調査をし，申請内容に

間違いがないことを確認いたしました。３番については，受人は，主に水稲，サツマイモ等を栽培して

いる農業者であります。農機具の所有状況は，トラクター１台，田植機１台，乾燥機２台を所有してお

ります。農業従事日数は１５０日，経営面積は９６アールです。調査の結果，受人は農地の権利取得の

要件を満たしており，報告書のとおり間違いなく許可相当と考えられます。よろしく御審議お願いいた

します。 

 ４番につきましては，受人の農業生産法人要件は満たしております。調査の結果，受人は農地の権利

取得の要件を満たしており，報告書のとおり間違いなく許可相当と考えられます。よろしく御審議お願

いいたします。 

○議長（根本 脩君） ありがとうございました。 

 続きまして，受理番号５番について，わたくし根本より報告いたします。 

 １９番根本です。受理番号５番について報告いたします。 

 ３月６日に，平山推進委員と受人の調査をし，申請内容に間違いがないことを確認いたしました。受

人は，主に水稲，サツマイモを栽培している農業者であります。農機具の所有状況は，トラクター１台，

田植機１台，コンバイン１台，乾燥機１台，軽トラック１台を所有しております。農業従事日数は２１

０日，経営面積は１２４アールです。調査の結果，受人は農地の権利取得の要件を満たしており，報告

書のとおり間違いなく許可相当と考えられます。よろしく御審議お願いいたします。 

 受理番号６番から１１番については，農地中間管理機構が行う特例事業による案件のため，調査報告

を省略いたします。 

 これで，調査委員の調査報告を終了いたします。 

 これより質疑を認めます。質疑ありませんか。 

 〔（なし）との声あり〕 

○議長（根本 脩君） それでは質疑なしと認めます。これで質疑を終了をいたします。 

 これより議案第１号「農地法第３条の規定による権利の設定，移転の許可について」を採決いたしま

す。 

 本案は，申請のとおり許可決定することに賛成の委員の挙手をお願いをいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（根本 脩君） ありがとうございます。賛成多数と認めます。よって，本案は申請のとおり許

可することに決定をいたしました。 

                                                

日程５ 議案第２号 農地法第４条の規定による許可後の事業計画変更申請に対する承認について 

 

○議長（根本 脩君） 続きまして，議案第２号「農地法第４条の規定による許可後の事業計画変更申
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請に対する承認について」を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いします。 

 田中係長。 

○農業委員会事務局係長（田中孝男君） １６ページをお開き願います。 

議案第２号「農地法第４条の規定による許可後の事業計画変更申請に対する承認について」でござい

ます。 

受理番号１番 桑山字境町 外１地区 田３１筆，３８，８０８．０７㎡についてですが，令和３年

１０月総会で審議いたしました，農地改良について，期間延長するための事業計画変更でございます。 

期間が令和４年３月３１日までの許可内容でしたが，令和４年１２月３１日まで延長するものでござ

います。なお，茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に基づく許可期間内であり，別

紙審査表のとおり農地転用基準に該当するものと考えられます。 

以上，議案第２号の説明を終わります。 

○議長（根本 脩君） ただいま事務局の説明が終わりました。 

 引き続きまして，調査委員の調査報告をお願いをいたします。 

 篠﨑惣壽委員より報告をお願いをいたします。 

○１４番（篠﨑惣壽君）１４番篠﨑です。受理番号１番について，去る８日，木村推進委員と事務局で

現地調査並びに申請書類の審査を行いました。調査の結果は，農地改良の期間延長であり，周辺農地に

も迷惑がかからないものであります。よろしく御審議お願いいたします。 

○議長（根本 脩君）ありがとうございました。 

 以上で，調査委員の調査報告を終了いたします。 

 これより質疑を認めます。質疑ありませんか。 

 はい，どうぞ。 

○１８番（川島 昇君）１８番川島です。この頃業務停止している状態ですが，状況について何か市の

方に連絡はありましたか。 

○農業委員会事務局長（根本 大君） 特に連絡はありませんが，搬入土１２，０００㎥については，

確保できており，ダンプ１２台位で搬入すると聞いておりますが，実際の搬入状況につきましては，市

では把握しておりません。 

○１８番（川島 昇君） この状況では，工期がどんどん遅れると思われますが。 

○農業委員会事務局長（根本 大君） 搬入土について，別の場所の搬入元の採取場も確保できていな

いようです。 

○１８番（川島 昇君） 現場での動きが見られなかったので確認しました。以上です。 

○議長（根本 脩君） その他ありませんか。 

 はい，どうぞ。 

○５番（村山文雄君） ５番村山です。 

 計画性をもって当初の予定通り施工してもらいたい。意見ですので回答は結構です。 

○議長（根本 脩君） その他ありませんか。 

                   〔（なし）との声あり〕 
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○議長（根本 脩君） それでは，質疑なしと認めます。これで質疑を終了をいたします。 

 これより議案第２号「農地法第４条の規定による許可後の事業計画変更申請に対する承認について」

を採決をいたします。 

 本案は，申請のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いをいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（根本 脩君） ありがとうございました。賛成多数と認めます。よって，本案は申請のとおり

承認することに決定をいたしました。 

                                               

日程６ 議案第３号 農地法第４条の規定による許可について 

 

○議長（根本 脩君） 続きまして，議案第３号「農地法第４条の規定による許可について」を議題と

いたします。 

 事務局の説明をお願いします。 

 田中係長。 

○農業委員会事務局係長（田中孝男君） １７ページをお開き願います。 

議案第３号「農地法第４条の規定による許可について」でございます。 

受理番号１番 四ツ谷字上割 田２筆，４７５㎡についてですが，申請地は，非線引き区域で１０ヘ

クタール以上の農地の広がりがあることから第１種農地と判断いたしました。申請人が，現在の事務所

では手狭であり，現在の事務所も利用しながら，新たな事務所を建築するものでございます。事業計画

は，平屋建，４６．３７㎡の事務所を建築し，取水は水道，汚水・雑排水は下水道へ放流する計画です。

なお，申請地は第１種農地と判断いたしましたが，農地法施行規則第３３条の４，業務上必要な施設で

集落に接続して設置されるものに該当します。 

これで，議案第３号の説明を終わります。 

○議長（根本 脩君） ただいま事務局の説明が終わりました。 

 引き続きまして，調査委員の調査報告をお願いをいたします。 

 木内委員より報告をお願いをいたします。 

○６番（木内昌秀君）６番木内です。受理番号１番について，去る８日，郡推進委員と事務局で現地調

査並びに申請書類の審査を行いました。調査の結果は，事務所用地として利用するものであり，周辺農

地にも迷惑がかからないものであります。申請書類の確認もしましたが，問題ありませんでした。以上

のことから報告書のとおりで農地転用許可基準を満たしており許可相当であると考えられます。よろし

く御審議お願いいたします。 

○議長（根本 脩君）ありがとうございました。 

 以上で，調査委員の調査報告を終了いたします。 

 これより質疑を認めます。質疑ありませんか。 

                   〔（なし）との声あり〕 

○議長（根本 脩君） それでは，質疑なしと認めます。これで質疑を終了をいたします。 

 これより議案第３号「農地法第４条の規定による許可について」を採決をいたします。 
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 本案は，申請のとおり許可決定することに賛成の委員の挙手をお願いをいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（根本 脩君） ありがとうございました。賛成多数と認めます。よって，本案は申請のとおり

許可することに決定をいたしました。 

                                                

日程７ 議案第４号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請に対する承認について 

 

○議長（根本 脩君） 続きまして，議案第４号「農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申

請に対する承認について」を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いします。 

 田中係長。 

○農業委員会事務局係長（田中孝男君） １８ページをお願いします。 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請に対する承認について」でござい

ます。 

受理番号１番 桑山字境町 田１筆，９０７．９㎡についてですが，令和３年１０月総会で審議いた

しました，農地改良のための工事用進入路について，農地改良の期間延長に伴い，進入路につきまして

も期間延長するものでございます。期間が令和４年３月３１日までの許可期間でしたが，令和４年１２

月３１日まで延長するものでございます。別紙審査表のとおり農地転用基準に該当するものと考えられ

ます。 

以上，議案第４号の説明を終わります。 

○議長（根本 脩君） ただいま事務局の説明が終わりました。 

 引き続きまして，調査委員の調査報告をお願いをいたします。 

 篠﨑惣壽委員より報告をお願いをいたします。 

○１４番（篠﨑惣壽君）１４番篠﨑です。受理番号１番について，去る８日，木村推進委員と事務局で

現地調査並びに申請書類の審査を行いました。調査の結果は，農地改良のための工事用進入路として利

用する期間を延長するものであり，周辺農地にも迷惑がかからないものであります。よろしく御審議お

願いいたします。 

○議長（根本 脩君）ありがとうございました。 

 以上で，調査委員の調査報告を終了いたします。 

 これより質疑を認めます。質疑ありませんか。 

                   〔（なし）との声あり〕 

○議長（根本 脩君） それでは，質疑なしと認めます。これで質疑を終了をいたします。 

 これより議案第４号「農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請に対する承認について」

を採決をいたします。 

 本案は，申請のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いをいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（根本 脩君） ありがとうございました。賛成多数と認めます。よって，本案は申請のとおり
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承認することに決定をいたしました。 

                                               

日程８ 議案第５号 農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可について 

 

○議長（根本 脩君） 続きまして，議案第５号「農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可

について」を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いします。 

 田中係長。 

○農業委員会事務局係長（田中孝男君） １９ページをお開き願います。 

議案第５号「農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可について」でございます。 

受理番号１番 沼田字庚申塚 畑１筆，１，２６３㎡についてですが，転用目的は太陽光発電，４５

５ワットパネル２３２枚設置。 

受理番号２番３番は同一事業でありますが，権利種別が所有権移転及び地上権の設定で分かれている

ものであり，一括での説明といたします。駒塚字原山 畑２筆，１，３６８㎡についてですが，転用目

的は太陽光発電，４５５ワットパネルを２３２枚設置。 

なお，受理番号１番から３番については，市街化調整区域，土地改良区域外で受理番号 1番は，稲敷

インターチェンジの出入口より概ね３００ｍ以内にある農地であり第３種農地，受理番号２番３番につ

いては，周囲を山林等に囲まれた小集団の農地であることから第２種農地と判断いたしました。雨水は

敷地内浸透処理，周囲をフェンスで囲い被害防除する計画で，経済産業省の事業計画認定等の協議も了

しております。 

受理番号４番 江戸崎字豆薬師 外１地区，畑６筆，２，１６３㎡についてですが，市街化調整区域，

土地改良区域外ですが，１０ヘクタール以上の農地の広がりがあることから第１種農地と判断いたしま

した。 

申請人は，同一大字内に事務所や資材置場を有して建設業を営んでおりますが，事業の拡大等に伴い，

駐車場及び資材置場用地として拡張したく，申請に及んだものでございます。なお，申請地は第１種農

地と判断いたしましたが，農地法施行規則第３３条の４，申請に係る土地の周辺の地域において法人活

動を行っており，業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものに該当します。 

受理番号５番 江戸崎字荒沼 田１筆，９３５㎡で農地区分については，土地改良区域内で農用地区

域内の農地となります。申請人は，首都圏中央連絡自動車道（圏央道）４車線化事業の工事を請負い，

一時的な仮設工事事務所が必要であり，工事現場より近接地であり申請地が最適な為，申請に及んだも

のでございます。一時転用期間は令和４年１２月３１日までの期間で，農地への復元につきましても計

画され，農地復元工程表が提出されております。また，土地改良区からの意見書を得るなど，他法令と

の協議も了しております。なお，申請地は農用地区域内でありますが，仮設工作物の設置その他一時的

な利用に供するために行われるものであって，当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが

必要な場合であって，かつ，農振整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に該当

します。 

受理番号６番 江戸崎字小角 畑１筆，１，６４４㎡についてですが，市街化調整区域で土地改良が
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実施された土地であることから第１種農地と判断いたしました。 

申請人は，事業の拡大等に伴い，一時的な資材置場用地が必要であり，事業を行う上で，申請地が最

適であり，申請に及んだものでございます。一時転用期間は，３年間で農地への復元につきましても計

画され，農地復元工程表が提出されております。 

なお，申請地は第１種農地でありますが，仮設工作物の設置その他一時的な利用に供するために行わ

れるものであって，当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要な場合に該当します。 

受理番号７番 江戸崎字小角 畑３筆，２，９３１㎡についてですが，市街化調整区域で土地改良が

実施された土地であることから第１種農地と判断いたしました。申請人は，同一大字内に事務所を有し

て建設業を営んでおりますが，事業の拡大等に伴い，資材置場用地が必要であり，申請に及んだもので

ございます。なお，申請地は第１種農地と判断いたしましたが，農地法施行規則第３３条の４，申請に

係る土地の周辺の地域において法人活動を行っており，業務上必要な施設で集落に接続して設置される

ものに該当します。 

受理番号８番 甘田字神田 畑２筆，６４９㎡についてですが，非線引区域，土地改良区域外で周囲

を山林等に囲まれた小集団の農地であることから第２種農地と判断いたしました。申請人は，隣接地に

駐車場を整備しておりますが，駐車場への進入路が狭く，危険なため進入路を拡張したく申請に及んだ

ものでございます。 

受理番号９番 八筋川字川通 畑１筆，３９５㎡についてですが，非線引き区域で１０ヘクタール以

上の農地の広がりがあることから第１種農地と判断いたしました。申請人は，現在，アパートにて生活

をしておりますが，将来を考え自己住宅を建築するものでございます。事業計画は，木造平屋建，１０

３．８２㎡の自己住宅を建築し，取水は水道，汚水・雑排水は下水道へ放流する計画です。なお，申請

地は第１種農地と判断いたしましたが，農地法施行規則第３３条の４，住宅等の施設で集落に接続して

設置されるものに該当します。 

受理番号１０番 本新 田１筆，畑３筆，３，４８０㎡についてですが，非線引き区域で農用地区域

から農業用施設用地へ用途変更した農地となります。申請者は，申請地の隣接地において，畜産業を営

んでいる法人で事業の拡大等に伴い，牛舎 1棟１，６４９㎡，堆肥舎１棟４５７．２０㎡を建設するも

のでございます。なお，雨水について，土地改良区管理の排水路への放流計画であり，土地改良区から

の施設使用同意を得ております。また，申請地は稲敷市農業振興地域整備促進協議会で令和４年１月に

用途変更が認められ，その中で定める農業振興地域整備計画で指定された用途に該当し，都市計画法や

土地改良区等との協議も了しております。 

これで，議案第５号の説明を終わります。 

○議長（根本 脩君） ただいま事務局の説明が終わりました。 

 引き続きまして，調査委員の調査報告をお願いをいたします。 

 受理番号１番について，横田委員より報告をお願いをいたします。 

○３番（横田悌次君）３番横田です。受理番号１番について，去る９日，古渡推進委員と事務局で現地

調査並びに申請書類の審査を行いました。調査の結果は，太陽光発電施設用地として利用するものであ

り，周辺農地にも迷惑がかからないものであります。申請書類の確認もしましたが，問題ありませんで

した。以上のことから報告書のとおりで農地転用許可基準を満たしており許可相当であると考えられま
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す。よろしく御審議お願いいたします。 

○議長（根本 脩君）ありがとうございました。 

 続きまして，受理番号２番３番について，篠﨑惣壽委員より報告をお願いをいたします。 

○１４番（篠﨑惣壽君）１４番篠﨑です。受理番号２番３番について，去る８日，木村推進委員と事務

局で現地調査並びに申請書類の審査を行いました。調査の結果は，太陽光発電施設用地として利用する

ものであり，周辺農地にも迷惑がかからないものであります。申請書類の確認もしましたが，問題あり

ませんでした。以上のことから報告書のとおりで農地転用許可基準を満たしており許可相当であると考

えられます。よろしく御審議お願いいたします。 

○議長（根本 脩君）ありがとうございました。 

 続きまして，受理番号４番５番について，村山委員より報告をお願いをいたします。 

○５番（村山文雄君）５番村山です。受理番号４番５番について，去る９日，清原推進委員，根本推進

委員と事務局で現地調査並びに申請書類の審査を行いました。調査の結果は，受理番号４番については，

駐車場及び資材置場用地，受理番号５番については，一時的に仮設事務所用地として利用するものであ

り，周辺農地にも迷惑がかからないものであります。申請書類の確認もしましたが，問題ありませんで

した。以上のことから報告書のとおりで農地転用許可基準を満たしており許可相当であると考えられま

す。よろしく御審議お願いいたします。 

○議長（根本 脩君）ありがとうございました。 

 続きまして，受理番号６番７番について，山下委員より報告をお願いをいたします。 

○１１番（山下恭一君）１１番山下です。受理番号６番７番について，去る９日，清原推進委員と事務

局で現地調査並びに申請書類の審査を行いました。調査の結果は，受理番号６番については，一時的な

資材置場用地，受理番号７番については，資材置場用地として利用するものであり，周辺農地にも迷惑

がかからないものであります。申請書類の確認もしましたが，問題ありませんでした。以上のことから

報告書のとおりで農地転用許可基準を満たしており許可相当であると考えられます。よろしく御審議お

願いいたします。 

○議長（根本 脩君）ありがとうございました。 

 続きまして，受理番号８番について，𠮷田委員より報告をお願いをいたします。 

○７番（𠮷田 武君）７番𠮷田です。受理番号８番について，去る８日，田仲推進委員と事務局で現地

調査並びに申請書類の審査を行いました。調査の結果は，駐車場への進入路用地として利用するもので

あり，周辺農地にも迷惑がかからないものであります。申請書類の確認もしましたが，問題ありません

でした。以上のことから報告書のとおりで農地転用許可基準を満たしており許可相当であると考えられ

ます。よろしく御審議お願いいたします。 

○議長（根本 脩君） ありがとうございました。 

 続きまして，受理番号９番１０番について，わたくし根本より報告いたします。 

１９番根本です。受理番号９番１０番について，去る８日，平山推進委員と事務局で現地調査並びに

申請書類の審査を行いました。調査の結果は，受理番号９番については，自己住宅用地，受理番号１０

番については，農業施設用地として利用するものであり，周辺農地にも迷惑がかからないものでありま

す。申請書類の確認もしましたが，問題ありませんでした。以上のことから報告書のとおりで農地転用



- 12 - 

 

許可基準を満たしており許可相当であると考えられます。よろしく御審議お願いいたします。 

 以上で，調査委員の調査報告を終了いたします。 

 これより質疑を認めます。質疑ありませんか。 

                   〔（なし）との声あり〕 

○議長（根本 脩君） それでは，質疑なしと認めます。これで質疑を終了をいたします。 

 これより議案第５号「農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可について」を採決をいたし

ます。 

 本案は，申請のとおり許可決定することに賛成の委員の挙手をお願いをいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（根本 脩君） ありがとうございました。賛成多数と認めます。よって，本案は申請のとおり

許可することに決定をいたしました。 

                                                  

日程９ 議案第６号 稲敷市農用地利用集積計画に対する意見決定について（利用権設定） 

 

○議長（根本 脩君） 続きまして，議案第６号「稲敷市農用地利用集積計画に対する意見決定につい

て（利用権設定）」を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いをいたします。 

 谷部局長補佐。 

○農業委員会事務局長補佐（谷部義也君）  

 議案第６号 「稲敷市農用地利用集積計画に対する意見決定について（利用権設定）」でございます。 

 議案書２２ページから３２ページになります。本件は，農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による利用権の設定でございます。新規設定が，３４件，１３７筆，２５７，１９４㎡，再設定が，

１１件，４５筆，１０５，４３０㎡の利用権設定でございます。詳細につきましては，議案書のとおり

でございますが，一部，登記地目が畑の土地がありますが，いずれも現況は田であります。新規設定，

再設定いずれも，「農用地のすべての効率利用」，「農作業常時従事」等農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上でございます。よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

○議長（根本 脩君） ただいま事務局の説明が終わりました。 

 これより質疑を認めます。質疑ありませんか。 

〔（なし）との声あり〕 

○議長（根本 脩君） それでは，質疑なしと認めます。これで質疑を終了をいたします。 

 これより議案第６号「稲敷市農用地利用集積計画に対する意見決定について（利用権設定）」を採決

をいたします。 

 本案は，原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いをいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（根本 脩君） ありがとうございます。賛成多数と認めます。よって，本案は原案のとおり決

定をいたしました。 



- 13 - 

 

日程１０ 議案第７号 稲敷市農用地利用集積計画に対する意見決定について（中間管理事業） 

 

○議長（根本 脩君） 続きまして，議案第７号「稲敷市農用地利用集積計画に対する意見決定につい

て（中間管理事業）」を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いをいたします。 

 谷部事務局長補佐。 

○農業委員会事務局長補佐（谷部義也君） ３３ページをお願いします。 

 議案第７号「稲敷市農用地利用集積計画に対する意見決定について（中間管理事業）」でございます。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による利用権の設定で，農地中間管理事業を実施する，

茨城県農林振興公社が，中間管理権を取得するものでございます。今回は，１５件，５０筆，６６，８

８１㎡についての利用権設定でございます。詳細につきましては，議案書のとおりでございますが， 

受理番号１番及び２番の小作料につきましては，集積計画において，筆ごとに定められておりますので，

２段書きで記載しております。また，受理番号１３番につきましては，小作料が１筆で定められており

ますので，１０アール当たりに換算した金額を記載しております。以上でございます。よろしく御審議

をお願いいたします。 

○議長（根本 脩君） 事務局の説明が終わりました。 

 これより質疑を認めます。質疑ありませんか。 

                  〔（なし）との声あり〕 

○議長（根本 脩君） それでは，質疑なしと認めます。これで質疑を終了をいたします。 

 これより議案第７号「稲敷市農用地利用集積計画に対する意見決定について（中間管理事業）」を採

決をいたします。 

 本案は，原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いをいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（根本 脩君） ありがとうございます。賛成多数と認めます。よって，本案は原案のとおり決

定をいたしました。 

                                               

日程１１ 議案第８号 稲敷市農用地利用配分計画（案）に対する意見決定について（中間管理事業） 

 

○議長（根本 脩君） 続きまして，議案第８号「稲敷市農用地利用配分計画（案）に対する意見決定

について（中間管理事業）」を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いをいたします。 

 谷部局長補佐。 

○農業委員会事務局長補佐（谷部義也君） ３６ページをお願いします。 

 議案第８号「稲敷市農用地利用配分計画（案）に対する意見決定について（中間管理事業）」でござ

います。農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第２項に基づき作成される稲敷市農用地利用配

分計画の案に対し，同条第３項の規定により，農業委員会が回答する意見について，御審議をお願いす

るものでございます。新規配分が１６件，５０筆，６６，８８１㎡，再配分が３４件，１２２筆，２４
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３，４１８㎡の配分計画でございます。詳細につきましては，議案書のとおりでございますが，新規配

分につきまして，１件の集積を複数の方に配分しているため，議案第７号の集積計画の件数と相違して

おります。以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（根本 脩君） ただいま事務局の説明が終了いたしました。 

 これより質疑を認めます。質疑ありませんか。 

〔（なし）との声あり〕 

○議長（根本 脩君） それでは，質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 

 これより議案第８号「稲敷市農用地利用配分計画（案）に対する意見決定について（中間管理事業）」

を採決いたします。 

 本案は，原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いをいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（根本 脩君） ありがとうございます。賛成多数と認めます。よって，本案は原案のとおり決

定をいたしました。 

                                                                 

日程１２ 稲敷市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議 

 

○議長（根本 脩君） 続きまして，議案にはございませんが，「稲敷市農業委員会の法令遵守の申し 

合わせ決議」を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いをいたします。 

 根本事務局長。 

○農業委員会事務局長（根本 大君）  

お手元に別紙でお配りしております「稲敷市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議」をご覧くださ

い。この決議につきましては，令和元年１２月に全国農業会議所から茨城県農業会議を通して決議実施

の依頼があり，以後，年に１回以上の同様の取り組みを依頼されているもので，前回は昨年３月に決議

をしております。決議文を読み上げさせていただきます。 

稲敷市農業委員会法令遵守の申し合わせ決議 

私たち農業委員，農地利用最適化推進委員は，農業者の公的な代表機関である農業委員会組織の一員

として，法令に則り適正に農地制度を運用し，農地利用の最適化を実現する責務を負っている。 

特に，農地制度に基づく許認可に係る事務については，個人情報に接することも多く，公平・公正な

運用はもちろんのこと，個人情報保護も徹底しなければならない。 

私たち農業委員，農地利用最適化推進委員は，高い倫理観を持ち，法令遵守を徹底するため，下記事

項についてここに申し合わせ，決議する。 

記 

１．農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し，法令に則り適正に農地制度を運用するこ

と。特に，農業委員会法第 31条の議事参与の制限，同第 33条の議事録の公表を適切に実施して，農

業委員会の議事の公正さを確保すること。 
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２．農業委員，農地利用最適化推進委員としての高い倫理観を維持し，法令遵守を徹底するための

研修等を実施すること。 

令和４年３月１０日 

稲敷市農業委員会 

以上です。御審議のほどお願いいたします。 

○議長（根本 脩君） ただいま事務局の説明が終了いたしました。 

 これより質疑を認めます。質疑ありませんか。 

〔（なし）との声あり〕 

○議長（根本 脩君） それでは，質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 

 これより「稲敷市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議」を採決いたします。 

 本案は，原案のとおり決議することに賛成の委員の挙手をお願いをいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（根本 脩君） ありがとうございます。賛成多数と認めます。よって，本案は原案のとおり決

議いたしました。 

                                          

○議長（根本 脩君） 以上で，本日の日程は全て終了をいたしました。慎重審議をいただきまして，

ありがとうございました。 

 皆さんにお諮りをいたします。 

 本定例会中の議案等に関わる字句，数字，その他の整理を要する件については，その整理を議長に一

任することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（根本 脩君） それでは，異議なしと認めます。 

 これをもちまして令和４年３月の稲敷市農業委員会総会を閉会といたします。 

 大変御苦労さまでございました。 

 

午後２時５０分閉会 
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稲敷市農業委員会会議規則第１２条の規定により署名する。 
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